
相続税は、相続開始の日の翌日から１０ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告をし、

納税を済ませなければなりません。

◎ 相続税の申告と納税

まずは、下のタイムスケジュール表でおおまかな手続きの流れをつかんでみてください。

相続手続きをスムーズに進めるためには、全体の流れを把握しておくことが大切です。

相続の開始（ 被相続人死亡） 

相続税の申告と納税（被相続人の住所地の税務署に提出） 

死亡届出の提出 

通夜・葬儀 

初七日法要・四十九日法要 

遺言書の有無の確認・相続人の確認 

相続財産及び債務の概要と把握 

相続の放棄 または 限定承認 （ 家庭裁判所へ提出） 

所得税等の準確定申告 

相続財産及び債務の確定 

遺産分割協議 

遺産分割協議書の作成 

相続財産の名義変更 

相続税申告書の作成 

3ヶ月以内 

4ヶ月以内 

10ヶ月以内 
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